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知 事 提 案 説 明 要 旨 

                                          令和５年２月県議会定例会 

 

令和５年２月県議会定例会の開会に当たり、ただいま提案いたしまし

た議案のご説明に先立ちまして、知事就任のご挨拶と４期目の県政運営

に関する所信の一端を申し述べます。 

 

【 知 事 就 任 あ い さ つ 】 

 私は、先の知事選挙におきまして、多くの県民の皆様の負託をいただ

き、再び知事として宮崎県政を担うこととなりました。 

 誠に光栄に存じますとともに、その重責に、改めて身の引き締まる思

いがしております。初心に立ち返り、宮崎の未来に対する大きな責任を

自覚しながら、県民の皆様の幸せと宮崎の発展のため、粉骨砕身の覚悟

で県政運営に当たってまいります。 

本県の地域経済や県民生活は、３年に及ぶコロナ禍の影響や、ロシア

のウクライナ侵略などに伴う原油・物価高騰、さらには、昨年９月の台

風第１４号災害などにより、１００年に一度とも言われる難局に直面し

ております。加えて、少子高齢化に伴う人口減少は刻々と進んでおり、

このままでは本県の活力が大きく失われかねません。 

 私は、先の選挙で県内各地をくまなく回り、多くの県民の皆様から切

実な声をうかがってまいりました。こうした声を真摯に受け止め、何と

しても県民の暮らしと経済を守るという強い覚悟のもと、これまでの実

績や経験を生かし、まずは「宮崎再生」に全力で取り組み、本県を再び
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成長軌道に乗せてまいります。その上で本県の歩みを次のステージへと

飛躍させる明確なビジョンを示し、実行してまいります。 

 安心と希望あふれる宮崎を築くため、私が先頭に立って困難な課題に

も果敢に挑戦し、着実に成果を出してまいりますので、引き続き、県民

の皆様のご支援と議員各位のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

【 県 政 運 営 の 基 本 姿 勢 】 

 次に、県政運営における私の基本姿勢を申し上げます。 

 私は、「課題解決のヒントは現場にある」との信念のもと、日頃から

市町村や企業・団体、県民の皆様との対話に努めてまいりました。 

これまで築き上げてきた市町村、関係団体等との連携・協力体制や、

全国知事会等での役職を担うことを含め、培ってきた国との太いパイプ

を生かしながら、引き続き「現場主義」に徹し、「対話と協働」の県政

を推進してまいります。 

さらには、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、新燃岳噴火、台風災

害など、様々な危機事象に対応してきた経験を生かし、改めて「常在危

機」の意識を徹底するとともに、積極的な情報公開や効果的な情報発信

に努めてまいります。 

 

【 今 後 ４ 年 間 の 政 策 】 

 次に、今後４年間の政策について申し上げます。 

 私は、今回の選挙において、重点政策として、３つの柱を掲げまし

た。 
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 まず柱の１つ目は、「コロナ禍、原油価格・物価高騰、台風第１４号

災害からの回復」であります。 

 第８波が落ち着きつつある新型コロナへの対応は、５類感染症への移

行が決定するなど、新たな局面を迎えております。日常を取り戻す取組

を段階的に進めつつ、今後とも県民の命と健康を守るため、市町村や医

療機関等と連携し、医療提供体制の更なる充実やワクチン接種の推進等

に取り組んでまいります。 

 また、昨年の台風第１４号災害は、未だ県内各地に大きな傷跡を残し

ております。引き続き、被災された県民の皆様の生活再建と地域の復

旧・復興が一刻も早く進むよう、国・市町村・関係機関等と連携し、全

力で取り組んでまいります。 

 さらに、原油価格・物価高騰対策については「待ったなし」です。こ

のため、「宮崎再生基金」や国からの財源を最大限活用し、県内消費の

喚起や事業活動の継続支援、生活困窮者をはじめとする県民のくらしや

絆の維持、観光誘客の促進等に力を注いでまいります。 

 幸い、今年はビッグイベントが目白押しです。本日から始まるＷＢＣ

日本代表「侍ジャパン」の合宿を皮切りに、３月には日本初開催となる

アジア最大のゴルフ商談会「アジアゴルフツーリズムコンベンション

（ＡＧＴＣ）2023」、４月には２３年ぶりのＧ７関係閣僚会合となる

「宮崎農業大臣会合」、１０月には本県初の「宮崎県人会世界大会」が

開催されます。こうした絶好の機会に、国内外に向けて本県の魅力を最

大限発信するとともに、社会経済活動の回復につなげてまいります。 
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 柱の２つ目は、「本県の飛躍に向けた基盤づくり」であります。 

 まず、交通・物流基盤についてです。インフラ整備は「未来への投

資」であり、３月２５日の東九州自動車道「清武南～日南北郷」間の開

通をはじめ、九州中央自動車道の整備、フェリーの新船就航など着実に

進展しております。今後も、高速道路網や港湾等の整備、宮崎空港国際

線の早期再開、日常生活に不可欠な鉄道やバス路線の維持・確保などに

取り組みます。 

 次に、「危機事象への備え」についてです。台風や豪雨災害、南海ト

ラフ巨大地震などから県民の命と財産を守るため、引き続き、道路、河

川等の計画的な整備・改修など、防災・減災、国土強靭化に取り組むと

ともに、防災士など地域防災の核となる人材の育成・確保等に取り組ん

でまいります。 

 さらに、本県の強みであるスポーツ環境について、４月に完成する屋

外型トレーニングセンターをはじめ、４年後の国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会に向けて整備が進むプール・陸上競技場・体育館な

ど、さらなる施設の充実を図ってまいります。そして、本県ならではの

スポーツキャンプの受入れノウハウなどを最大限に活用し、「国際水準

のスポーツの聖地みやざき」のブランド力を前面に、国内外のスポーツ

合宿や大会の誘致に積極的に取り組みます。 

 

 柱の３つ目は、「活力ある未来づくり」であります。 

 まず、「人材の育成」についてです。本県の未来は「いかにして人を
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育て、人の力を結集していくか」にかかっていると言っても過言ではあ

りません。このため、地域課題への関心や社会を生き抜く力を育む教育

はもとより、女性活躍を推進し、高齢の方や障がいのある方など多様な

人材が、持てる力を十分に発揮できる社会づくりに努めます。また、大

学生や高校生に、「県内で暮らし、働く魅力」を伝え、県内就職の増加

につなげてまいります。 

 次に、「地域産業の振興」についてです。本県の基幹産業は農林水産

業であり、中小企業は地域経済の活力の源であります。食料や資源の確

保が国際的に大きな課題となる中、全国有数の食料・林業素材供給県と

しての強みを生かし、農林水産業のスマート化やフードビジネス等のさ

らなる振興を図り、「おいしさ日本一の宮崎牛」をはじめ、本県農林水

産物の魅力を国内外に積極的に発信します。 

 また、次世代リーディング企業の拡大、円滑な事業承継やスタート

アップ企業の支援など、中小企業の経営基盤の強化や生産性向上を支援

してまいります。 

 人口減少対策については、「減少の抑制」と「減少への適応」を図る

ことが大切です。このため、少子化対策として「合計特殊出生率１．

８」を上回るための取組を再構築するとともに、県内の若者と企業との

マッチングや、子育て世代をターゲットとする移住・ＵＩＪターンの促

進などにより、引き続き「社会減ゼロ」を目指します。 

 また、持続可能な交通基盤の再構築やデジタル技術の活用、特定地域

づくり事業協同組合の設立支援など地域の担い手確保のための仕組みづ

くりを支援し、人口減少が進む中にあっても県民のくらしや経済を維持
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してまいります。特に、デジタル化は人手不足を補う重要な手段であ

り、市町村や県内企業の支援体制の整備、高等教育機関や企業等と連携

したＩＴ人材の育成・県内定着などに取り組んでまいります。 

 さらに、脱炭素化は地球規模の課題であり、本県も「２０５０年温室

効果ガス実質ゼロ」を宣言しています。今後、本県の強みを生かした森

林整備によるＣＯ２吸収源対策の更なる強化や、家庭や企業などでの省

エネ・再エネ設備の導入を進めてまいります。 

 以上の政策については、現在策定しております「アクションプラン」

の中で、これからの４年間に取り組む施策の工程や目標について、具体

的にお示ししてまいります。 

 

 さて、今年は、明治１６年の本県再置から１４０年目となる節目の年

であります。川越進翁をはじめ幾多の先人は、ひたすら郷土の発展を願

い、不屈の精神で分県を勝ち取り、本県の礎を築いてこられました。今

日の宮崎県は、このような先人たちの努力と、県民の皆様の郷土を愛す

る強い思いの上に築かれています。 

孔子は『論語』の「為政
い せ い

」の章で、「温故知新」という言葉を残して

います。「故きを温ねて新しきを知る」というこの言葉の意味は、「昔

のことをよく研究して学び、そこから新しい知識や道理を見つけ出すこ

と」とされています。 

 こうした視点で県政を振り返ると、歴代知事の中で４期以上務めた黒

木博知事と松形祐堯知事は、本県の課題を強みに変え、未来を切り拓く

政策に腰を据えて取り組まれました。中でも、本県が「日本の食料供給
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基地」としての地位を築くに至った黒木知事の「防災営農」や、森林や

農地の公益的機能を積極的に評価した松形知事の「国土保全奨励制度」

など、今につながる顕著な功績を残されたものと、深く敬意を表しま

す。 

 知事として４期目を迎えた私も、これらの先人に学び、まずは「宮崎

再生」をしっかりと成し遂げてまいります。そして、本格的な少子高齢

化・人口減少の時代にあっても、将来にわたり持続可能な社会の基盤を

築くとともに、本県の強みをさらに伸ばし、課題の克服につなげていく

「飛躍への道標
みちしるべ

」を示してまいります。 

 以上、４期目の県政運営に当たりまして、私の所信の一端を申し述べ

ました。 

 

【 県 政 報 告 】 

 続きまして、県政に関しまして４点ご報告を申し上げます。 

１点目は、本県の新型コロナ対策についてであります。 

昨年末に発令した「医療非常事態宣言」は、今月７日をもって終了

し、８日から１つレベルを下げ、「医療緊急警報」に移行しました。県

民の皆様のご協力により、新規感染者の減少傾向が続き、病床使用率も

低下するなど、医療提供体制への負荷も一定程度軽減されたことから、

専門家の意見も踏まえ決定したものであります。 

今回の「第８波」では、夏の「第７波」を超える爆発的な感染拡大に

直面し、基礎疾患を有する高齢の患者など多くの方が亡くなられまし

た。お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご
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遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。また、感染者の急増によ

り、医療現場がひっ迫する中、最前線でご尽力いただいた関係者の皆様

に、改めて深く感謝を申し上げます。 

先日、国において、新型コロナの感染症法上の位置付けについて、５

月８日から５類感染症に移行することが決定され、大きな転換点を迎え

ております。今後、患者の入院・療養や費用負担をはじめ、様々な制度

や仕組みが変更される一方で、新型コロナはこれからも新たな変異や感

染拡大を繰り返していくと想定されます。このため、移行にあたって

は、県民や医療の現場に混乱が生じないよう、丁寧に周知するととも

に、３月上旬に示される予定の国の方針を踏まえ、医師会等とも連携

し、必要な保健・医療体制の確保等に努めてまいります。 

 

 ２点目は、高病原性鳥インフルエンザについてです。 

 昨年１１月から１月まで、県内１市２町の養鶏農場において、計３例

の高病原性鳥インフルエンザが発生しました。 

 １例目に対応いただいた自衛隊に加え、国、関係市町、ＪＡグルー

プ、県建設業協会をはじめとする多くの団体・企業等に協力いただき、

これまで延べ２,４００名を超える態勢で、発生農場等の防疫措置を迅

速に完了することができました。関係する皆様のご尽力に深く感謝申し

上げます。 

 今シーズンは、国内の２５道県で計７６例の発生が確認され、殺処分

数は１,４００万羽を超えて過去最多となっております。県内において

も、依然として発生リスクは高い状況にあります。 
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 引き続き、養鶏関係団体等と緊密に連携し、農場へのウイルス侵入防

止対策の更なる強化を図るなど、危機感を持って防疫対策に取り組んで

まいります。 

 

 ３点目は、台湾でのトップセールスについてです。 

 去る１月３１日から２月２日にかけて、中野議長、西村委員長をはじ

め、関係する県内経済団体の皆様とともに、３年ぶりとなる海外での

トップセールスを台湾にて実施しました。現地では、桃園市や台湾日本

関係協会など関係機関を訪問し、今後さらに交流を活発化させていくこ

とをお互いに確認しました。 

また、チャイナエアライン本社において、「宮崎－台北線」の早期再

開を要望するとともに、台湾のマスコミを通じた本県の観光・物産のＰ

Ｒを実施してまいりました。 

コロナ後を見据えながら、台湾をはじめ海外との経済交流や観光誘客

を促進し、海外の活力を取り込むことにより社会経済活動の回復につな

げてまいります。 

 

４点目は、高速道路の整備についてです。 

 東九州自動車道「清武南～日南北郷」間の１７.８キロメートルが、

３月２５日に開通する運びとなりました。平成１０年度に事業化されて

以来、ついに日南市から北九州市までが一本の高速道路で結ばれること

となります。これにより、広域観光ルートの形成や地場産業の振興、南

海トラフ地震などの災害時における人命救助や救援物資の輸送などに大
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きく寄与するものと確信しております。 

 これまで、開通に向け力強いご支援をいただきました県議会の皆様を

はじめ、ご尽力をいただきました国土交通省や関係者の皆様に、心から

感謝を申し上げます。 

 今後とも、県内高速道路の一日も早い全線開通に向けて、必要な予算

の確保や未事業化区間の早期事業化について、私が先頭に立って、全力

で取り組んでまいります。 

 

【 当 初 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 】 

 それでは、今議会に提案いたしました令和５年度当初予算案につきま

して、ご説明申し上げます。 

来年度の当初予算案は、年末に行われた知事選挙の関係で骨格予算と

しておりますが、「宮崎再生」を確実なものとするため、年間を通して

必要となる経費を計上した「宮崎再生予算」（骨太な骨格予算）とした

ところであります。 

今回の予算案は、現在、取り組むべき課題等を踏まえ、次の３点のポ

イントで整理しております。 

 １点目は「宮崎再生」です。コロナ禍や原油価格・物価高騰等からの

再生・復興であり、県民のくらしや県内経済活動の本格回復に向けた対

策を強化してまいります。 

２点目は「安全・安心で持続可能なくらしづくり」です。大規模災害

への備えや台風第１４号の災害復旧を迅速かつ着実に実施するととも

に、医療提供体制や新型コロナ対策など、県民の皆様が安全・安心に暮
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らせる基盤の充実を図ります。 

３点目は「活力ある未来のみやざきづくり」です。本県の将来にとっ

て重要な課題である少子化対策や移住・定住の促進など、人口減少対策

をさらに進めてまいります。 

また、社会のあらゆる場所に広がるデジタル変革、いわゆるＤＸの推

進やゼロカーボン社会づくりなどの新たな課題への対応にも取り組んで

まいります。 

 このような考え方に基づき編成した結果、 

令和５年度の当初予算案は、 

  一 般 会 計  ６，５５６億８，３００万円 

  特 別 会 計  ２，００７億９，０２８万５千円 

  公営企業会計    ６７４億４，６３１万８千円 

となり、一般会計は、前年度の当初予算と比較して１４２億円余、２．

２％の増であります。骨格予算ながら、中小企業融資制度貸付金や災害

復旧、新型コロナ対策等により、前年度予算より増額となり、２１年ぶ

りに６,５００億円を超える規模となりました。 

 なお、来年度の６月補正予算において、「宮崎再生」の更なる加速化

に要する政策的経費を追加計上する予定としております。 

 一般会計の歳入財源は、 

  県     税  １，０６７億５，０００万円 

  地 方 譲 与 税    ２０６億  ８００万円 

  地 方 交 付 税  １，８９０億５，１００万円 

  国 庫 支 出 金  １，２４１億１，８６４万５千円 
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  県     債    ４５４億   １０万円 

  そ  の  他  １，６９７億５，５２５万５千円 

であります。 

 

【 予 算 関 係 以 外 の 議 案 】 

 次に、予算関係以外の議案についてご説明いたします。 

議案第２１号 県営土地改良事業分担金及び負担金徴収条例の一部を

改正する条例は、県営土地改良事業の新規地区実施に伴い、対象事業の

負担率の改定を行うものであります。 

議案第２２号は、工業技術センター等の機器に係る使用料の改定等を

行うものであります。 

議案第２３号は、道路交通法の改正等に伴い、関係する警察関係手数

料の改定等を行うものであります。 

議案第２４号は、令和５年度から職員の定年を引き上げることに伴

い、退職手当基金を創設する条例を制定するものであります。 

議案第２５号は、基金を活用した事業の終了に伴い、条例を廃止する

ものであります。 

議案第２６号、第２８号及び第２９号は、特定非営利活動促進法に係

る手続のオンライン化に伴い、関係規定の改正を行うものであります。 

議案第２７号は、道路交通法の改正により、全ての自転車利用者に対

する乗車用ヘルメットの着用が努力義務となったこと等に伴い、関係規

定の改正を行うものであります。 

議案第３０号は、医師のキャリア形成と医師不足地域の医師確保の両
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立を図るため、修学資金に関し指定医療機関や返還免除の要件を見直す

等、関係規定の改正を行うものであります。 

議案第３１号は、認定こども園が送迎用バスを運行する場合に、園児

の所在確認と安全装置の装備を義務付けるなど、関係規定の改正を行う

ものであります。 

 議案第３２号は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、関係規定の改

正を行うものであります。 

 議案第３３号は、旅券法の改正によるパスポートのオンライン納付の

導入等に伴い、証紙以外の方法により徴収することを可能とするため、

関係規定の改正を行うものであります。 

議案第３４号及び第３５号は、博物館法の改正に伴い、関係規定の改

正を行うものであります。 

議案第３６号は、包括外部監査契約の締結について、議案第３７号か

ら議案第３９号までは、林道事業、農政水産関係建設事業及び土木事業

に要する経費に充てるために市町村負担金を徴収することについて、議

案第４０号は、宮崎県環境基本計画の変更及び宮崎県再生可能エネル

ギー等導入推進計画の廃止について、議会の議決に付するものでありま

す。 

議案第４１号及び第４２号は、監査委員 安樂
あんらく

 健一
けんいち

 氏 及び 緒方
お が た

 

文彦
ふみひこ

 氏が、令和５年３月３１日をもって任期満了となりますので、そ

の後任委員として、木下
きのした

 博
ひろ

義
よし

 氏 及び 川野
か わ の

 美奈子
み な こ

 氏を選任いたした

く、議会の同意を求めるものであります。 
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【 補 正 予 算 等 】 

 次に、同時に提案しております令和４年度補正予算案及びその他の議

案について、その概要をご説明申し上げます。 

 今回の補正予算案は、新型コロナ対策に関するもの、国の第２次補正

予算に対応するもの及びその他必要とする経費について措置するもので

あります。 

 補正額は、 

  一 般 会 計   １９０億８，８４５万円   の減額 

  特 別 会 計    ３２億１，０９９万円   の増額 

  公 営 企 業 会 計     ５億２，８０９万５千円 の増額 

であります。 

 この結果、令和４年度の一般会計歳入歳出予算規模は、 

７，３８４億５，５６２万４千円 となります。 

 このうち、県独自の経済対策として、「県・市町村連携プレミアム付

商品券等発行事業」や、Ｇ７宮崎農業大臣会合を契機に宮崎牛を大都市

圏に向け、早期かつ大々的にＰＲするための「「おいしさ日本一宮崎

牛」緊急ＰＲ事業」などを計上しております。 

 一般会計の歳入財源といたしましては、 

  県      税    ４５億２，０００万円 

  地方消費税清算金    ３５億４，０９５万５千円 

  地 方 譲 与 税    ２３億８，３３６万２千円 

  地 方 交 付 税   １１６億３，００２万３千円 

  国 庫 支 出 金 △
マイナス

１７３億８，９０１万３千円 
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  繰 入 金  △ １４３億９，２７８万２千円 

  県      債  △  ８５億３，２０８万８千円 

  そ の 他  △   ８億４，８９０万７千円 

であります。 

 

 次に、特別議案の概要についてご説明いたします。 

 議案第６２号は、新宮崎県体育館の供用開始の延期に伴い、条例の施

行期日の期限を１年延長するものであります。 

 議案第６３号は、警察職員による遠隔地の離島周辺海域での水上警戒

作業について、特殊勤務手当の対象業務とするため、関係規定の改正を

行うものであります。 

 議案第６４号は、新型コロナの影響により事業活動に支障が生じた者

に対して、利子補給等の支援を引き続き行うため、基金の設置期間の終

期を延長するものであります。 

 議案第６５号及び第６６号は、基金を活用した事業の終了に伴い、条

例を廃止するものであります。 

 議案第６７号及び第６８号は、児童福祉法の改正により、関係規定の

改正を行うものであります。 

 議案第６９号は、県立病院における医師の安定的確保の観点から、育

児休業等を取得した場合の修学資金の返還免除に係る取扱いを定めるな

ど、関係規定の改正を行うものであります。 

 議案第７０号から議案第７８号までは、工事請負契約の締結及び変更

について、議案第７９号は、県道延岡停車場線等を廃止することについ
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て、議案第８０号は、みやざき子ども・子育て応援プランの変更につい

て、議会の議決に付するものであります。 

議案第８１号 知事の給料の減額に関する条例は、私の新型コロナ感

染に伴う誤った対応を真摯に反省し、県民の皆様の信頼を取り戻すべく

正確な情報提供などに取り組んでいるところでありますが、自らへの処

分として、令和５年４月及び５月の給料を減額するための条例を制定す

るものです。 

 

 以上、今回提案いたしました議案の概要についてご説明しました。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 


